
第１回 
浜松市立麁玉中学校運営協議会 

 
令和６年４月２２日(月) 

１３：３０～ 第 2 会議室 

 

  校 訓         麁玉を磨く 

  学校教育目標 

『持続可能な社会を担う、自己効力感を高める生徒の育成』 

 

司会：教頭 

 １ 授業参観                        13:30～ 

 

２ 会長あいさつ               13:45～ 

  

３ 校長あいさつ 

 

４ 学校運営協議会委員・学校職員・ＣＳディレクター自己紹介      

 

５ Ｒ５年度第４回会議録、自己評価の確認・R6 年度の目標確認 

 

６ 熟議                         14:00～ 

 

① 令和６年度学校運営の基本方針および教育課程について（校長・教務） 

② 浜松市立麁玉中学校いじめ防止基本方針について（教務） 

③ 職場体験について （教頭） 

④ 防災オリンピックについて （教頭） 

⑤ 「夢育やらまいか事業に対する意見書」について （教頭） 

 

  ７ 令和６年度の予定 

 

   第１回学校運営協議会   ４月２２日（月） １３：３０～ 

   第２回学校運営協議会   ７月１６日（火） １３：３０～ 

   第３回学校運営協議会  １１月１１日（月） １３：３０～ 

   第４回学校運営協議会   ２月 ７日（金） １３：３０～ 

 

 

 



浜松市立麁玉中学校いじめ防止基本方針（概略） 

１ いじめの定義 

 

 

 

 

 
〇個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、「いじめを受けた子供の立場」に立つ。 

〇いじめに該当するかどうかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、本人が

気付いていなくても、その子が「いじめられている状況にないか」という視点で、トラブルも含め

て周辺の状況等を客観的に確認する。 

〇いじめの認知は、いじめ防止対策推進法第 22 条の学校のいじめ対策組織(以下「校内いじめ対策

委員会」という。)を活用して行い、事案について「校内いじめ対策委員会」で情報共有をする。 

 

２ 「校内いじめ対策委員会」の組織と役割 

○委員長は校長とし、校長のリーダーシップの下、協力体制を確立する。 

○参画する教職員等 

・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、いじめ対策コーディネーター、各学年生活担当教員、

養護教諭。必要に応じて、学年主任、学級担任、発達支援コーディネーター、教科担任、部活

動指導に関わる教職員等、専門的な知識を有するスクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、外部専門家（警察官経験者）等を参画させたりする。 

○毎週 1 回定期的に開催するとともに、いじめと疑われる事案が発生した際には、随時開催する。

毎回会議録を残し、会議録は５年間保存する。 

○学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たり中核となる役割を担う。 

○いじめ防止対策推進法第 28 条第 1項に規定する重大事態の調査のための組織について、学校が

その調査を行う場合は、母体となる。事案の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法に

よって対応する。 

 

３ 具体的な対応 

 組織的に、また、関係機関と適切に連携をとり対応する。 

(1) 未然防止 

○毎年６月を「いじめや命について考える月間」とし、いじめの問題や命の尊さ、人間としての

尊厳について考える取組（学習、全校集会、校長講話等）を発達段階に応じて実施する。 

 ○子供たちと共に、いじめの未然防止のために、以下のことに取り組む。 

ア 子供が自主的に考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動。 

４月 

６月 

11 月 

学級活動での情報モラルについて考える講座の実施 

生徒会主導「いじめや命について考える」月間の実施 

生徒全員にとってよりよい学校となるためのルールの見直し（生徒会） 

イ 授業や集団づくり 

４月 

 

学期末 

新入生オリエンテーションの実施による学校での過ごし方について確認 

学級活動において 1年間のめあてを設定（キャリア・パスポート） 

キャリア・パスポートによる振り返りと意思決定 

ウ 道徳教育の充実 

５月 

６月 

9 月 

10 月 

「公正・公平」「思いやり」をテーマした道徳の授業を参観会として実施 

「生命尊重」をテーマにした道徳の授業 

「思いやり」をテーマにした道徳の授業と翔輝祭の実施 

「友情」をテーマにした道徳の授業と体育祭の実施 

エ 子供一人一人の特性や多様性に配慮した適切な指導や支援 

 5 月 

10 月 

11 月 

多様性について学ぶ総合的な学習の実施と福祉体験 

交流学級での行事参加（翔輝祭） 

交流学級での行事参加（体育祭） 

 いじめとは、学校に在籍する「児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、当該児童等が在籍

する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児

童等が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。（いじめ防止対策推進法第２条第１項） 
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オ 互いを認め合える人間関係、学校・学級風土づくり。社会性を育み、自己肯定感を高める活動 

４月 

9 月 

10 月 

11 月 

12 月 

 

生徒会主催による新入生オリエンテーション 

クリエイト麁玉（結団式）での縦割り集団での人間関係づくり 

縦割り活動を取り入れた体育大会の実施 

進路や生き方について考える総合的な学習の実施と職場体験・地域学習 

「心と体の健康」をテーマにした学校保健委員会の実施 

学級活動での「いいとこ見つけ」実施 

(2) 早期発見 ※得た情報については、速やかに「校内いじめ対策委員会」に報告する。 

○子供が何でも相談したくなるような関係づくりに取り組む。日記やノートの記述等を通して、

日頃から子供とのコミュニケーションを図る。 

○アンケート調査 タブレット端末で実施 

   Ａ「学校生活アンケート」：学期に１回（5 月、11 月、2月） 

Ｂ「心の天気モニター」：月に 1回（月末） 

     ※臨時アンケート調査は、必要に応じて随時行う。 

 ○個人面談 

  ・定期面談：１学期末及び 2学期末は全員、年度末は必要に応じて実施 ※必要があれば随時 

○「校内いじめ対策委員会」を定期的に開催し、情報共有を適切に行う。 

○教育委員会と連携して、ネットパトロールの活用を図る。 

(3) いじめ（インターネット上も含む）に対する措置 

○いじめを発見、または子供や保護者等からいじめの相談を受けた場合には、速やかに、「校内い

じめ対策委員会」で情報を共有し、組織的な対応につなげる。 

○犯罪行為や子供の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、警察と連携

して対処していく。 

○必要に応じて教育委員会や関係機関（警察署、法務局等）の協力を求める。 

○校長及び教職員は、子供がいじめを行った場合であって教育上必要があると認めるときは、子

供に対して訓告や叱責等を加えることができる。 

○いじめに対する措置の結果を、「いじめ認知報告書」で教育委員会に報告する。 

〇いじめに関する相談を受け付ける機関として、教育総合支援センターや家庭児童相談室（教育

相談員）、いじめ相談専用ダイヤル等を子供や保護者に紹介する。 

(4) 学校における教育相談体制の整備 

心理、福祉に関する専門家(スクールカウンセラー等)の活用等、子供、保護者、教職員に対す

る相談体制を整備する。 

(5) いじめが「解消している」状態 

   単に謝罪をもって安易に解消とはできない。少なくとも次の２つの要件が満たされている必 

要がある。要件が満たされている場合でも、必要に応じ他の事情も勘案して判断する。 

①いじめに係る行為が止んでいること（３か月を目安とする） 

  ②いじめを受けた子供が心身の苦痛を感じていないこと 

 

４ 地域、家庭の役割 

○家庭、学校、地域が連携し、より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるよ 

うにする。 

〇「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がい 

じめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指 

導を行うよう努めるものとする。」（いじめ防止対策推進法第９条第１項 （保護者の責務）） 

 

５ 重大事態への対処 

いじめの重大事態が発生した場合(いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

以下同じ。)学校は、事案について直ちに教育委員会に報告する。 

教育委員会又は学校は、速やかに事案の事実確認を行い、「浜松市いじめの防止等のための基本

的な方針」(令和４年９月改定)及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成 29 年３

月文部科学省)」により適切に対応する。 












